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京都府再生可能エネルギー導入促進条例（仮称） 

― 骨子（検討案） ― 

 

 

１．条例制定の背景と理念 

（基本認識） 

○ 東日本大震災に伴う原子力発電所事故を契機として、エネルギー政策の見 

直しが進められています。 

○ 府民が安心して暮らし、活力ある地域経済が営まれていくためには、安全 

で、安定的で、経済性に優れたエネルギーの確保が不可欠です。 

○ 同時に、大規模災害など気候変動による影響が深刻の度を増しつつある中 

で、エネルギー利用の効率化とともに、地球温暖化防止に資する低炭素型の 

エネルギー構造への転換が急務となっています。 

○ 再生可能エネルギーは、太陽や風、水、森林など地域に賦存する自然資源 

を起源とする持続可能なエネルギーであり、総量が豊富で、温室効果ガスを 

排出せず、災害など非常時にも利用可能な自立分散型エネルギーとして、エ 

ネルギーの安定確保とともに地域の活性化にも大きな役割を果たすことが期 

待されます。 

 

（現状と課題） 

○ 京都府は、京都議定書誕生の地として、地球温暖化防止に資する再生可能 

エネルギーの導入促進について先進的な施策を推進してきました。 

○ また、原子力発電所事故後のエネルギー需給の逼迫等の状況を踏まえ、「京 

都エコ・エネルギー戦略」を策定し、原子力発電に依存しない社会を目指し、 

「エネルギー自給・京都」の実現に向けて、府民や地域、産業の力を最大限 

に活かした５つの戦略を推進しています。 

  戦略１：ＩＣＴ等の活用による新しい省エネ・節電型社会の構築 

  戦略２：再生可能エネルギーの最大限の導入拡大 

   戦略３：府民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定供給の確保 

  戦略４：各地域の個性を活かしたスマートコミュニティの形成 

  戦略５：京都エコ・エネルギー産業の育成と振興 

○ 再生可能エネルギーは、それぞれの地域に賦存する自然資源から創出され 

るものであるため、種類ごとの特性を把握し、地域の多様な主体との連携に 

より地域の特性に応じた導入支援を図っていくことが必要です。 
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○ また、再生可能エネルギーの活用については、固定価格買取制度による売 

電だけでなく、地域で生まれた電力や熱を地域内の家庭や事業所等で活用す 

るエネルギー地産地消の取組を拡大していくことが必要です。 

○ それぞれの地域で、再生可能エネルギーの導入＝創出とその有効な利用を 

組み合わせることにより、新たな雇用や資金が生まれ、それが地域に波及す 

る仕組みを構築することが必要です。 

 

（目指す方向） 

○ 再生可能エネルギーの導入と利用を通じて、暮らしのあり方を見つめ直し、 

地域から社会・経済の仕組みを変え、持続可能で真に豊かな社会づくりを実 

現していきます。 

○ 再生可能エネルギーの導入と利用に関するビジョンと、それを実現してい

くための施策のあり方を、府、市町村、事業者、府民、その他多様な主体が

共有し、参加と協働のもと力を結集して取り組んでいくため、条例を制定す

るものです。 

 

 

２．条例の内容 

 

（１）条例策定の目的について 

 

○ この条例は、 

 ・ 東日本大震災に伴う原子力発電所事故を契機としてエネルギー需給構造 

  が変化する中で、安心で安定したエネルギーの確保が重要となっているこ 

  とに鑑み、 

 ・ 再生可能エネルギーの導入と活用の促進に関する施策の基本となる事項 

  を定め、計画的かつ効果的な施策の推進を図ることにより、 

 ・ 府、府民、事業者その他多様な主体による再生可能エネルギーの導入等 

  の取組を促し、 

 ・ もって、府民福祉の向上及び地域経済の発展並びに地球温暖化対策の推 

  進に貢献すること 

  を目的としています。 

 

（２）用語の定義について 

○ 条例で用いる用語について次のように定義します。 
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 ・ 「再生可能エネルギー」……太陽光、太陽熱、風力、小水力、バイオマ 

  スなど永続的に利用できる再生可能なエネルギー源 

 ・ 「再生可能エネルギーの導入等」…… 

  ア.再生可能エネルギーを導入すること 

  イ.再生可能エネルギーを利用すること 

  ウ.再生可能エネルギーの導入及び利用に関する効率化、安定化、再生可能 

エネルギーの多様化に資する革新的技術開発の促進 

  エ.エネルギー使用の節約、省エネルギー化 

 

（３）京都府の責務について 

○ 再生可能エネルギーの導入等を促進するため、京都府は次のような責務を

果たしていきます。 

 ・ 再生可能エネルギーの導入等の促進等に関する総合的かつ計画的な対策 

   の策定・実施 

 ・ 再生可能エネルギーの導入等の促進に必要な財源の確保 

 ・ 再生可能エネルギーの導入等対策の策定及び実施に当たっての府民、事 

    業者、市町村、大学等多様な主体との連携 

 ・ 府の事務・事業及び施設への再生可能エネルギーの率先的導入等 

 

（４）府民の役割について 

○ 再生可能エネルギーの導入等を促進するため、府民は次のような役割を担 

  うものとします。 

 ・ 日常生活において、再生可能エネルギーについて関心を持ち、その導入 

   等に積極的に努めるものとする。 

 ・ 府が実施する再生可能エネルギーの導入等の対策への協力するものとす 

る。 

 ※ 住宅の新築や大規模改修を行う場合には、再生可能エネルギーの導入等 

   について検討 

 

（５）事業者の役割について 

○ 再生可能エネルギーの導入等を促進するため、事業者は次のような役割を 

担うものとします。 

  ・ 事業活動において、自主性及び創造性を発揮し、事業形態に応じた再生 

  可能エネルギーの導入等に努めるものとする。 

 ・ 事業者は、府が実施する再生可能エネルギーの導入等対策に協力するも 

  のとする。 

 ※ 事業者は、事業活動において建物を新たに建てるときや大規模な改修を 

  行う場合には、建物への再生可能エネルギーの導入等について検討 

  ※ 建築士や建築・設計事業者は、建築主が再生可能エネルギーの導入等に 

  ついて検討を行うに当たり、建築主への情報提供 
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（６）環境保全等活動団体（ＮＰＯ）の役割について 

○ 環境保全等活動団体は、再生可能エネルギーの導入等に関する府民の理解 

を広げるための啓発活動を推進するとともに、広く府民が参画できる取組を 

推進するよう努めるものとします。 

 

（７）基本方針及び施策の枠組について 

○ 再生可能エネルギーの導入等を促進するための基本方針及び施策の枠組を 

次のとおりとします。 

（基本方針） 

 ・ 持続可能な地域社会づくりを目指すため、安全・安心・安定的なエネル 

  ギーとして再生可能エネルギーの最大限の導入拡大 

 ・ 再生可能エネルギーの導入を通じ「環境・福祉・経済」のバランスの取 

  れた地域振興 

 ・ 再生可能エネルギーの災害時の自立分散型エネルギーとしての活用 

 ・ 再生可能エネルギーの導入に当たっては、再生可能エネルギーの種類ご 

  との特性や地域の自然的、社会的環境を踏まえて、府民の多様な生活様式 

  に応じた導入と活用が図られるようきめ細かな施策を実施 

 ・ 再生可能エネルギーの導入等の促進に関する産業の育成・振興及び人材 

  の育成 

 ・ 再生可能エネルギーの導入等の効果を明らかにするとともに、効率的な 

  エネルギー使用を進めるため、ＩＣＴの活用を積極的に推進 

 ・ 国内外におけるエネルギーを巡る情勢（世界のエネルギー需給趨勢、地 

  球温暖化対策、電力システム改革の動き等）を見極めながら、変化に柔軟 

  に即応した施策を展開 

 

（施策の枠組）…検討中 

 

（８）関連産業の振興について 

○ 府は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関連する産業の育成・振興の 

ため、事業者が行う再生可能エネルギーの導入等の促進のための事業活動に 

対して支援を行うこととします。 

 

（９）研究開発の推進について 

○ 府は、事業者や、大学等の研究機関と連携して、再生可能エネルギーの導 

入等の促進に関連する技術の研究開発や市場開拓の推進に努めることとしま 

す。 
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（１０）府民啓発及び環境学習の推進について 

○ 府は、府民、事業者等が再生可能エネルギーの導入等の必要性についての 

理解を深めるため、エネルギーに関する学習の推進や知識の普及啓発に努め 

ることとします。 

 

○ 府は、再生可能エネルギーの導入等の促進に特に功績があったと認められ 

るものの顕彰に努めることとします。 

 

（１２）公表・評価について 

○ 府は、再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策の実施状況につい 

て、定期的に評価を行い、インターネットの利用その他の方法により公表す 

ることとします。 

○ 府は、定期的な評価と再生可能エネルギーに係る技術開発の向上及び社会 

情勢等の変化を踏まえ施策を見直します。 

 

 


